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平成２１年第２回 

美唄市議会臨時会会議録 

平成２１年２月２６日（木曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 委員長報告 

  1 議案第17号 美唄市地域活性化・安全

対策基金条例制定の件

［総務・文教］ 

  2 議案第18号 美唄市介護従事者処遇改

善臨時特例基金条例制定

の件［産業・厚生］ 

  3 議案第19号 平成２０年度美唄市一般

会計補正予算（第６号）

［予算審査特別］ 

  4 議案第20号 平成２０年度美唄市下水

道会計補正予算（第２号）

［予算審査特別］ 

  5 議案第21号 平成２０年度美唄市介護

保険会計補正予算（第３

号）［予算審査特別］ 

  6 議案第22号 平成２０年度美唄市後期

高齢者医療会計補正予算

（第１号）［予算審査特

別］ 

  7 議案第23号 平成２０年度市立美唄病

院事業会計補正予算（第

３号）［予算審査特別］ 

 

◎◎◎◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１１１１６６６６名名名名））））    

 議 長  林   国 夫 君 

 副議長  内馬場 克 康 君 

  １番  吉 岡 文 子 君 

  ２番  森 川   明 君 

  ３番  五十嵐   聡 君 

  ４番  高 田 正 則 君 

  ５番  高 橋 幹 夫 君 

  ６番  阿 部 義 一 君 

  ７番  長谷川 吉 春 君 

  ８番  米 田 良 克 君 

  ９番  白 木 優 志 君 

 １０番  小 関 勝 教 君 

 １１番  土 井 敏 興 君 

 １２番  本 郷 幸 治 君 

 １３番  紫 藤 政 則 君 

 １５番  谷 村 孝 一 君 

 

◎◎◎◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  斎 藤 正 紀 君 

 総 務 部 長  安 田 昌 彰 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  岡 嶋 博 文 君 

 農 政 部 長  林   信 孝 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 消  防  長  佐 藤 賢 治 君 

 総務部総務課長  小 橋 一 夫 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教育委員会教育長  板 東 知 文 君 

 教育委員会教育部長  前 田 敏 和 君 

 

◎◎◎◎欠席欠席欠席欠席説明員説明員説明員説明員    

 病院事務局長  奥 山 隆 司 君 
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◎◎◎◎事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時００分 開議 

 

●議長林 国夫君 これより本日の会議を開

きます。 

 日程の第１、会議録署名議員を指名いたし

ます。 

 11 番 土井敏興議員、 

 12 番 本郷幸治議員、 

を指名いたします。 

 

●議長林 国夫君 次に日程の第２、委員長

報告に入ります。 

 順序１、議案第１７号美唄市地域活性化・

安全対策基金条例制定の件ないし、順序７、

議案第２３号平成２０年度市立美唄病院事業

会計補正予算（第３号）の以上７件を一括議

題といたします。 

 本件について、それぞれ委員長の報告を求

めます。 

 まず、議案第１７号について、土井総務・

文教委員長。 

●総務・文教委員長土井敏興議員（登壇） た

だいま議題となりました、議案第１７号美唄

市地域活性化・安全対策基金条例制定の件に

ついて、総務・文教委員会の審査の経過並び

に、結果をご報告申し上げます。 

 経過といたしまして、２月２４日委員会を

招集して、審査いたしました。 

 議案審査における質疑・答弁の主なものを

申し上げます。 

 第５条に、財政上必要があると認めた時は、

繰替運用することができるとあるが、そうい

うことが想定されると考えていいのか。との

質疑に対して、基金条例の場合、一般的に繰

替運用の規定というものが、条例の構成の１

つの要素となっている。 

 この度の地域活性化・安全対策基金に積み

立てた金額は、７，５００万であるが、厳し

い市の財政運営を行っていく中で、市が持っ

ている現金を効率的に運用していくという意

味から、繰替運用を行う可能性はあると考え

ている。との答弁。 

 今回のような対象を絞った基金条例という

のは、これまでも例があったのか。との質疑

に対して、竹下内閣時代に行われた、ふるさ

と創成事業の際に、ふるさと創生基金を設け

て、事業を実施したという経過がある。 

 今回、交付される部分の３割の範囲内で、

基金に積んでもよいということが国から示さ

れているが、財政調整基金や減債基金への積

立は認められていない。 

 今回市においては、地域活性化生活対策の

臨時交付金に合致するような基金がないため、

単年度限りの基金にはなるが、新たに本基金

を設置するということで、考えている。との

答弁。 

 この基金の使い方に対する制限というもの

があるのか、との質疑に対して、このたびの

交付金の使用のメニューについては、地域成

長力の強化、地域生活基盤の確保、低炭素社

会づくり等の環境の保全、生活者の暮らしの

安全安心、家計緊急支援対策、金融経済の安

定強化、地方の底力の発揮など、細かくメニ
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ューは示されており、これらのメニューに沿

うような形で、事業を選択しているところで

ある。 

 使途の制限については、職員の人件費や、

用地全体を活用する見込のない用地費、貸付

金、保証金には充当することができないこと

となっている。との答弁。 

 第３条に、金融機関への預金その他最も確

実かつ有利な方法により管理とあるが、その

最も有利な方法とはどこを指しているのか。

との質疑に対して、基金の管理については、

基金を金融機関に預金する場合や、債権を購

入して運用する場合等、いろいろな管理の方

法があるが、金融機関に預金することにより

管理をしていきたい。との答弁。 

 結果といたしまして、議案第１７号につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すよう、お願い申し上げまして、報告を終わ

ります。 

●議長林 国夫君 次に、議案第１８号につ

いて、紫藤産業・厚生委員長。 

●産業・厚生委員長紫藤政則議員（登壇） 

 ただいま議題となりました、議案第１８号

美唄市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例

制定の件について、産業・厚生委員会の審査

の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 経過といたしまして、２月２４日の１日間、

委員会を招集して審査いたしました。 

 議案第１８号の審査における質疑・答弁を

申し上げます。質疑は１点でございました。 

 条例附則第２条に、この条例は、平成２４

年３月３１日に限りその効力を失う、この場

合において、基金に残高がある時は、当該基

金の残高を予算に計上し、国庫に納付するも

の、との規定があるが、この場合の残金の返

還については、元本を含めた返還と理解をし

ていいのか。との質疑に対し、介護報酬改定

に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制する為

の基金であり、仮に残高が生じた場合、返還

の義務が生ずる。との答弁。 

 質疑は以上でございました。 

 結果といたしまして、議案第１８号につき

ましては、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 本委員会の決定どおりご承認いただきます

よう、お願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

●議長林 国夫君 次に、議案第１９号ない

し議案第２３号の以上５件について、白木予

算審査特別委員長。 

●予算審査特別委員長白木優志議員（登壇） 

 ただいま議題となりました、議案第１９号

平成２０年度美唄市一般会計補正予算（第６

号）、議案第２０号平成２０年度美唄市下水道

会計補正予算（第２号）、議案第２１号、平成

２０年度美唄市介護保険会計補正予算（第３

号）、議案第２２号平成２０年度美唄市後期高

齢者医療会計補正予算（第１号）及び、議案

第２３号平成２０年度市立美唄病院事業会計

補正予算（第３号）の以上５件について、予

算審査特別委員会の審査の経過並びに結果を

ご報告申し上げます。 

 経過といたしまして、２月２５日、委員会

を招集して審査をいたしました。 

 まず、議案第１９号一般会計補正予算（第

６号）のうち、第２款から第６款にかかる質



- 12 - 

疑・答弁の主なものについて申し上げます。 

 初めに、定額給付金給付事業について、給

付対象の基準、事務手続きに何人くらい予定

しているのか、との質疑に対し、２月１日現

在、美唄市に住民基本台帳の登録がある方が

対象で、その後市外に転出された方について

も美唄市に申請をしていただくという整理を

している。 

 また、事務手続きに臨時職員を数名予定し、

正規職員についても全庁的に連携を図りなが

ら、集中する期間に応援体制とりながら事務

を進めていきたい。との答弁。 

 次に、定額給付金給付事業について、２月

２日に出生された方、なくなられた方は対象

となるのか、との質疑に対し、あくまでも２

月１日が基準日であり、以降に出生された方

は対象とならず、亡くなった方の取扱いは、

現時点の国の考え方は、受給権者が世帯主と

いうことであり、世帯主が亡くなった場合は、

新たな世帯主が亡くなった方の分も含めて申

請をいただくという考え方である。 

 なお、１人世帯の方が亡くなった場合は、

申請者・受給者とも存在しないという整理で

確認をしているところである。との答弁。 

 次に、定額給付金事業に係る事務費補助金

の内容について、との質疑に対し、歳入の事

務費補助金の内訳として、１団体当たり基礎

額として６１４万１，０００円、１世帯数当

たりの単価が１，１９２円である。との答弁。 

 次に、定額給付金給付事業について、電算

システムを構築するということだが、郵送ま

でに間に合うのか、また、ＤＶによる別居中

の対応について、どのようになっているのか、

との質疑に対し、システム開発については、

総務省から事前に全国の主要のシステムを開

発しているメーカーに事前打合せがされてお

り、メーカーも既に開発に取り組んでいると

聞いており、システム開発に要する期間は３

月の早い時期に開発が可能であると聞いてい

る。 

 また、ＤＶ被害者への支援措置ということ

で、国から一定の考え方が示されており、加

害者に情報が漏れないようにする支援措置を

徹底するということから、広報紙等を通じて

周知の徹底を図りたい、との答弁。 

 次に、定額給付金給付事業については、職

員の日常業務に支障のならないような体制を

構築し、準備をしていただきたい、また、給

付金を辞退した場合の受け皿を作るのが自治

事務だとしたら、市長が考えることだと思う

が、その考え方について、との質疑に対し、 

 体制の問題については、職員数が減少して

いる中、早急な体制づくりに向けて努力した

い。 

 また、寄付については、国民的に賛否両論

が非常に多い定額給付金であるため、これに

ついては早急に検討したい。との答弁。 

 次に、地域活性化生活対策臨時交付金につ

いて、この交付金を７つの事業にあてた考え

方と、今回の補正と実施計画との整合性につ

いて、との質疑に対し、交付金の目的として、

地域の活性化に速やかに、かつ着実に図る位

置づけとされ、市としては、今回の臨時交付

金を可能な限り有効に活用したいという考え

方の基に、経済振興対策、安心・安全なまち

づくりという大きな２つの柱だてにより、交

付金で活用すべき事業について編成を行った

ところである。 
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 それぞれの柱の考え方で、経済振興対策に

ついては、当市の基幹産業である農業を中心

に、市内消費の拡大及び公共事業に基づく雇

用対策などを選定したところである。 

 安心・安全なまちづくりに関しては、地域

医療、市内の各公共施設でこれまで財源手当

てがなく、なかなか着手できなかったものを

中心に予算付けをした。 

 また、情報産業の進展に向けてのインフラ

整備、コミュニティ施設等の整備も合わせて

行うとしたところである。 

 また、臨時交付金を当てる際の実施計画に

ついては、他の計画書との整合性に関し、既

存の施策の体系に整合性が図られるよう、組

み立てをしたところであるが、多くは新しく

取り組む事業となっているため、目的とする

経済振興、あるいは市民の暮らしの安全確保

について、これからも既存の計画を基本に進

めたい。との答弁。 

 次に、地域活性化・生活対策交付金を使っ

た事業で、継続性のある事業はあるのか、そ

れとも単年度なのか、また、事業によっては

全額交付金と、一部一般財源をぶつけている

事業があるが、その違いは何か、との質疑に

対し、この交付金制度については、国の金融

経済対策として制度化されたものであり、今

後、制度として継続していくのかどうか、現

段階では明らかにはなっておらず、緊急対策

ということで押さえている。 

 また、財源として交付金のほかに一般財源

を当てているものがあるが、今回の予算は、

実施計画の中で基本的に臨時交付金を全て使

い、残さないようにと言うことであるため、

入札減などで財源の動きがある場合などの対

応として、一般財源を一部当て込んでいるも

のもある。との答弁。 

 次に、市内消費拡大促進事業について、プ

レミアム商品券の１世帯当たり、あるいは個

人の最高限度額はいくらか、また、加盟して

いない店の対応はどうするのか、との質疑に

対し、上限については１人６セットで検討し

ている。また、一過性のものではなく全市的

で継続的な経済活動の活性化につなげ、加盟

店も含めてそれぞれ連携して取り組んでいき

たい。との答弁。 

 次に、市内消費拡大促進事業について、プ

レミアム商品券の２０％分は、市が全て持つ

のではなく、商工会議所なり関連するお店の

皆さん方と、負担のあり方について議論する

べきではないか、との質疑に対し、本市の場

合、年々、域内における消費が落ちていると

いうこともあり、この事業は、継続的に展開

して行くという意味でも、当面、２０％の部

分の助成をし、これを次のプレミアムに使う

ための回転原資という形にして、通年で実施

するのか、期間限定で行なうのかは別にして、

今回を契機に消費拡大運動を全市的に盛り上

げていく一助にしていきたいという考え方に

基づき、現在２０％の助成をしたいと考えて

いる。との答弁。 

 次に、南福祉会館の駐車場用地の寄附を受

けての整備だが、舗装はしないのか、今後の

考え方は、との質疑に対し、今回の計画の中

に舗装は入っていない。また、南福祉会館よ

りも２年早く建設された東福祉会館も舗装さ

れていないため、今後、順番ということでは

ないが検討していきたいと考えている。との

答弁。 
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 次に、地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業に

ついて、１９年２０年で開発してやってきた

事業の具体的な内容及び効果、また、新たに

新規システムを開発することによって、どの

くらいの効果を期待しているのか、との質疑

に対し、現在、約９００名ほど会員登録され

ており、掲示板方式で美唄のことについて、

いろいろコミュニケーションを図っていると

ころである、また、月平均５万件のアクセス

数があり、ネット販売も少しずつ増え、６月

から２月上旬までで６６万円となっている。 

 また、新たな開発による効果について、一

つには、仮想空間の部分と現実の部分の橋渡

しにより、距離を超越できるような仕組みの

開発、二つには、大口注文対応機能の拡充に

より、美唄ファンを獲得していくような効果

を考えているところである。との答弁。 

 次に、地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業に

ついて、道内で同じ事業を行なっている地域

はあるのか、また、国の補助が無くなった場

合の、システム運用にかかる経費はどのくら

いか、との質疑に対し、本市と同様のシステ

ム構築をしているところはない。また、平成

２１年度が最終年度となることから、２１年

度の構築と平行して、管理運営費についても、

美唄市地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業推進

協議会において、体制・費用負担のあり方等

を検討していきたい。との答弁。 

 次に、農業用排水路整備事業について、全

体計画からいくと、どのくらいの部分に当た

るのか、との質疑に対し、全体的な改修計画

はないが、各地域から要望等が上がっている

ものを整理し、これまでも急ぐものについて

は小修繕等で対応してきている。 

 計画的にという部分でいくと、平成２０年

度で１箇所、今回実施する排水路については、

２００メートルのうち、急ぐ部分の４０メー

トルを改修しようとするものである。との答

弁がありました。 

 次に、第７款から第１４款にかかる質疑・

答弁の主なものについて申し上げます。 

 初めに、美唄ハイテクセンター支援事業に

ついて、現在入居している企業数、光ケーブ

ルを設置することによる、今後の入居の進め

方についてどのように計画しているのか、と

の質疑に対し、現在、ハイテクセンターに入

居している企業数は５社で、ここ数年、視察

には来ているものの、光回線が使えないとい

うことで入居に至っていない、今後は、こう

いった整備により、積極的に入居募集のＰＲ

に努めたい。との答弁。 

 次に、美唄ハイテクセンター支援事業につ

いて、今回の補正で光ケーブルを賃貸借する

ということだが、賃借料はいくらになるのか、

また、賃借料は市が負担するのか、との質疑

に対し、現在、自治体衛生通信機構が利用し

ているのがＮＴＴの光ケーブルであるため、

このケーブルに十分な空きがあるため、これ

を利用したいと考えている。賃借料について

は月１０万円、支払いについては、これを利

用する事業者が支払うこととなっている。と

の答弁。 

 次に、中央駐車場が３月末で使用できなく

なることから、その代替として生協跡地に２

０台くらい駐車できるスペースを確保したい

という議会議論があったが、今回の補正に関

わる整合性はどうか、との質疑に対し、昨年

１２月の常任委員会での発言後、商工交流部
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と協議した生協跡地のあり方について、変更

になったところであり、この件に関して見通

しが甘かったことに対してお詫び申し上げた

い。との答弁。 

 次に、消防装備整備事業について、隊員の

安全を確保するための携帯用無線機を６基整

備することで、必要な台数が揃うのか、また、

２５７名の消防団員が着用する防火衣につい

て、耐火能力が低下しているものを使用して

いることに問題があるのではないか、通常予

算の中で整備するものではないか、との質疑

に対し、今回６基の携帯無線機を購入しよう

としたのは、単独行動を厳禁しているという

ことから、複数の隊員の中の１人は必ず持っ

ているということで、ある程度情報の共有に

ついて支障はないと考えている。 

 また、消防団員の防火衣については、直接、

火の中に入らないよう後方支援をお願いして

いるところであり、少しは我慢をしていただ

けるものと判断していたが、考え方が甘かっ

たという認識をしており、今後十分考慮した

い。との答弁。 

 次に、小学校コンピュータ機器更新事業に

ついて、現在使っているコンピュータのリー

スの形態はどのようになっているのか、また、

更新しようとするコンピュータについてはど

のような扱いなのか、との質疑に対し、現在

のコンピュータは、平成１３年から５年間の

リース契約で導入しており、さらに２年の延

長により現在まで使用してきている。 

 更新しようとする機器については購入とい

う形で予算計上している。との答弁。 

 次に、光珠内中央小学校閉校記念協賛会交

付事業について、学校林を売る場合の関係に

ついて、どのようになっているのか、との質

疑に対し、光珠内中央小学校の学校林の総体

面積、２５万平米のうち約半分の伐採を予定

している。体積率の関係では、今回２９３立

米を対象とし、木の評価については、カラマ

ツの原木が１８９立米、その他広葉樹等を合

わせて２９３立米であり、伐採の評価は２３

０万円、費用として伐採・運搬料などを差し

引いて、売却益が５０万円の見込みとなって

いる。との答弁。 

 次に、光珠内中央小学校閉校記念協賛会交

付事業の財源、５０万円を捻出するために学

校林を伐採するのではないか、との質疑に対

し、光珠内中央小学校の学校林については、

これまで学校部分林設定契約により、地元Ｐ

ＴＡの方々で管理をしており、今般、峰延小

学校との統合に当たり、ＰＴＡから、管理者

の高齢化などで、今後、引き続き管理するこ

とが困難であり、学校部分林設定契約を解除

したい旨の申し出がなされた。 

 合わせて、契約で定めているＰＴＡ側の収

益については、学校の閉校記念の費用として

活用したい旨の申し出がなされたため、契約

書及び本市の財政状況などを総合的に判断し、

今回の措置としたところである。 

 なお、今後の学校林の管理のあり方などに

ついては十分留意したい。との答弁。 

 次に、学校の耐震診断の関係で、今回は２

次診断を行われる予定だが、今後は、これに

ついて一定の見通しなどがあるのか、との質

疑に対し、２１年の１０月頃に結果が全体的

に示される予定で、この結果を受けて今後の

耐震化に向けた考え方をまとめ、優先度をつ

けながら出来るだけ早めに実施設計から耐震
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化という部分までしっかりと進めたい。との

答弁がありました。 

 次に、議案第２１号に係る質疑・答弁のう

ち、主なものについて申し上げます。 

 ２０００年から介護保険制度がスタートし

て、事業主負担の伴わない１号保険の保険料

について、これまでの変遷がどのようになっ

ているのか、また、今後の保険料の見通しに

ついて、との質疑に対し、平成１２年から、

３年ごとの中で、平成１２年度から平成１４

年度までの第１期は３，０２５円でスタート

し、平成１５年度から１７年度までの第２期

は３，２００円、平成１８年度から平成２０

年度までの第３期は３，６００円が標準月額

ということで推移してきている。 

 また、本交付金が投入されることにより、

平成２１年度から２３年度までの第４期につ

いて、標準月額が５４円減額されることにな

る。 

 現時点での積み上げ積算の金額は４，１０

４円と積算しており、５４円減額になること

で４，０５０円で試算している。との答弁が

ありました。 

 また、議案第２０号、議案第２２号及び議

案第２３号の以上３件について、質疑はあり

ませんでした。 

 以上の経過から、議案第１９号ないし議案

第２３号の以上５件は、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 本委員会の決定どおり、ご承認をいただき

ますよう、お願い申し上げまして、報告を終

わります。 

●議長林 国夫君 これより議案第議案第議案第議案第１１１１７７７７号号号号

について質疑質疑質疑質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論討論討論討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決採決採決採決いたします。 

 本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第議案第議案第議案第１１１１７７７７号号号号美唄市地域活性化美唄市地域活性化美唄市地域活性化美唄市地域活性化・・・・

安全対策基金条例制定安全対策基金条例制定安全対策基金条例制定安全対策基金条例制定のののの件件件件は、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告の

とおり決定決定決定決定されました。 

 これより議案第議案第議案第議案第１８１８１８１８号号号号について質疑質疑質疑質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論討論討論討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決採決採決採決いたします。 

 本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第議案第議案第議案第１１１１８８８８号号号号美唄市介護従事者処美唄市介護従事者処美唄市介護従事者処美唄市介護従事者処

遇改善臨時特例基金条例制定遇改善臨時特例基金条例制定遇改善臨時特例基金条例制定遇改善臨時特例基金条例制定のののの件件件件は、委員長委員長委員長委員長

報告報告報告報告のとおり決定決定決定決定されました。 

 これより議案第議案第議案第議案第１１１１９９９９号号号号ないしないしないしないし議案第議案第議案第議案第２３２３２３２３

号号号号のののの以上以上以上以上５５５５件件件件についてについてについてについて、、、、一括質疑一括質疑一括質疑一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって一括質疑を終結いたします。 

 これより一括一括一括一括討論討論討論討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 これをもって一括討論を終結いたします。 

 これより一括一括一括一括採決採決採決採決いたします。 

 本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第議案第議案第議案第１９１９１９１９号号号号平成平成平成平成２０２０２０２０年度美唄市年度美唄市年度美唄市年度美唄市

一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算（（（（第第第第６６６６号号号号））））ないしないしないしないし議案第議案第議案第議案第２２２２

３３３３号平成号平成号平成号平成２０２０２０２０年度年度年度年度市市市市立美唄病院事業会計補立美唄病院事業会計補立美唄病院事業会計補立美唄病院事業会計補

正予算正予算正予算正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））のののの以上以上以上以上５５５５件件件件は、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告

のとおり決定決定決定決定されました。 

 以上をもちまして、今期臨時会に付議され

ました各案件は全部議了いたしました。 

 これをもって、平成２１年第２回美唄市議

会臨時会は閉会いたします。 

 

午前１０時３３分 閉会 

 

 


